
『2026年度ENEOS
エ ネ オ ス

リニューアブル・エナジー奨学基金』 募集要項 

旧称「ジャパン・リニューアブル・エナジー奨学基金」 （社名変更に伴い基金名称を変更いたしました） 
 

2025年6月吉日 

公益財団法人公益推進協会 

１．目的 

当奨学基金は、ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社（以下ＥＲＥと表記）が保有する発電所が立地し

ている地域の指定エリアに在住する次世代を担う人材の育成を図るために設立されました。向学心がありな

がらも就学が困難な者に対し、高校在学中に学資金（奨学金）を支給し奨学援護を行います。 

 

特徴 

・給付型奨学金です。（奨学金の返済義務はありません） 

・他の奨学金制度との併用が可能です。 

・奨学金支給後、将来の進学先や就職等についての制限などはありません。 

 

２．応募資格 

2026年4月に学校教育法による高等学校または高等専門学校に進学を希望する者で、向学心に燃えてい

るが、就学が困難であり、奨学援護を希望する者とします。 

（上記の高等学校には、特別支援学校高等部は含みません。） 

但し、応募時点で当財団が指定する市町村（P.3）に在住の中学3年生を対象とし、下記の年収制限がありま

す。 

【応募対象となる市町村について】 

募集対象地区一覧（P.3）を確認してください。 

【年収制限について】 

両親の収入または所得の合計が次の基準以内の方を対象とします。 

（両親不在の場合も応募可能です。事前に事務局にご相談ください。） 

令和 6 年の収入が下記基準を満たす場合のみ選考対象となります。「令和 6 年は収入超過しているが、令

和 7 年は家計急変により収入基準内の見込み」という方は選考対象にはなりません。 

 

 

 

 

※両親の所得内訳に、給与所得とそれ以外の所得がある場合は、所得の合計が220万円以内の基準（上表の2に該当）

で判断してください。 

（注１）ひとり親家庭の場合は、本人と同一世帯の父または母のいずれかとなります。 

（注２）所得金額がマイナス表示の場合は、その所得はないものとします。 

 

３．応募手続きと必要書類※応募関係書類（添付書類を含む）は返却しません。 

応募手続きは下記の通り、２段階方式とします。 

いずれも、手続きは学校申請ではなく、個人で行ってください。 

第１段階 オンライン申請 2025年7月1日～2025年9月18日17：00 締切 

第２段階 必要書類の郵送 2025年7月1日～2025年9月25日（郵送必着） 

オンライン申請と必要書類の提出を締切日時までに完了している方を選考対象とします。 

 

 両親の所得内訳による分類 両親（注1）の収入または所得の合計 

１ 給与所得者のみの世帯 給与収入の合計が400万円以内 

２ 給与所得者以外の世帯 各所得の合計が220万円以内（注２） 

オンライン申請はこちら 

収入とは、 

税金や社会保険料

などを引く前の総

支給額（額面総額）

です。 



【応募必要書類】 

１）成績証明書 

(書式は学校独自・

財団指定のいずれも

可能。但し、学校印

は省略不可) 

・中学 1 年生と 2 年生の成績が証明されているものが必要です。 

・通信簿による提出は認めません。 

・2025 年 7 月 1 日以降に学校で申請を行い、発行を受けてください。 

（3 年生の成績表示については求めません。） 

・成績証明書の発行遅延を理由とした、締切日以降の提出は認めません。成績証明書の申

請から発行までには相応の時間を要しますので、夏休み前の申請を推奨します。 

・厳封扱いの場合は開封せずにそのまま同封してください。 

２）住民票の写し 

（住民票謄本） 

本人の属する同一世帯の住民票の写し。 

申請日の 3 ヶ月以内発行・本籍地及び個人番号は省略。 

（可能な限り続柄が記載されているものをお願いします。） 

３）課税証明書 

（全項目証明） 

・「令和 6 年 1 月 1 日～12 月 31 日までの収入内訳と所得内訳が記載されたもの」を申請し

てください。 

・両親の証明書を各 1 通ずつ。 

・ひとり親家庭の場合は、本人と同一世帯の父または母のいずれかの証明書 1 通を提出。 

・無収入の場合も収入や所得が 0 と記載されている課税証明書などが必要。（無収入の場

合は非課税証明書しか発行できないという市区町村の場合は、「非課税証明書」でも可能。 

・交付する市役所などで書式の名称や取り扱いが異なる場合があります。 

・課税証明書以外の書類（源泉徴収票、確定申告書の控え、納税証明書、住民税決定通知

書）の代用は認められませんのでご注意ください。 

４）児童扶養手当

証書（受給者証） 

ひとり親世帯のみ 

・有効期限が令和 7 年 10⽉31⽇のコピーを提出してください。 

・児童扶養手当を受給していない場合は、戸籍謄本（全部事項証明書）を提出してくださ

い。（申請日の 3 ヶ月以内発行） 

※応募書類に不備不足がある場合、選考対象とならない場合がありますのでご注意ください。 

追加提出書類について 

審査過程で補足資料が必要と判断した場合は、事務局から追加提出を求めることがあります。 

例）祖父母の課税証明書・裁判所による係属証明書・公的機関による証明書等 

 

４．採用人数 

2026年度の奨学生は100名程度を採用とします。 

（内訳の目安…3 年間通学者：90 名、5 年間通学者：8 名、5 年間半通学者：2 名） 

５．給付期間・給付額 

2026年4月から卒業月までの最短修業期間を通じて、月額３万円を支給します。 

進学先 高校の場合 高専の場合 

支給期間と総額 3 年間（36 か月）→総額 108 万円 
5 年間（60 か月）→総額 180 万円 

5 年半（66 か月）→総額 198 万円 

（１） 支給開始年度から毎年4月と9月に在学証明書の確認を行い、半期ごとに振り込みます。 

（２） 退学や停学が判明した場合は、支給を終了します。（注３） 

（３） 休学中の支給は停止し、復学後に支給を再開します。 

（４） 留学中の支給は停止し、復学後に支給を再開します。 

（５） 高等学校・高等専門学校以外へ転学した場合は、支給を終了します。 

（注３）退学・停学月以降の月数分が支給済の場合、該当部分の返納手続きが必要です。 

奨学生の最終決定は高等学校・高等専門学校への入学確認後（4 月以降）となり、奨学金の給付には、高

等学校・高等専門学校の入学に関する入学証明書又は在学証明書が必要です。 

 



⽯狩市 ⻄郷村 深⾕市 広島県 広島市南区
室蘭市 ⽩河市 朝霞市 下松市
平取町 福島市 新潟市北区 下関市

新ひだか町 酒⽥市 新潟市中央区 北九州市若松区
⽇⾼町 鶴岡市 新潟市東区 福智町
六⼾町 加美町 ⻑野県 ⼤町市 ⾚村
七⼾町 ⼤崎市 富⼭県 ⾼岡市 ⾼森町
⼋⼾市 ⼤郷町 ⽯川県 志賀町 ⼭都町
⻘森市 栃⽊県 益⼦町 福井県 坂井市 ⼋代市

⼗和⽥市 ⽔⼾市 愛知県 蒲郡市 ⻑崎県 平⼾市
能代市 城⾥町 三重県 南伊勢町 ⼤分市
三種町 神栖市 ⽇野町 杵築市
男⿅市 ⾏⽅市 ⾼島市 ⽇出町
秋⽥市 美浦村 岩出市 五ヶ瀬町
⼀⼾町 稲敷市 ⽇⾼川町 諸塚村
九⼾村 ⼟浦市 兵庫県 姫路市 ⿅屋市
⼆⼾市 ⽇⽴市 奈良県 ⽣駒市 枕崎市
滝沢市 かすみがうら市 ⾹川県 ⾼松市 さつま町
⼭⽥町 千葉県 ⾹取市 愛媛県 松前町 沖縄県 うるま市
釜⽯市 ⾼知県 ⾹美市

⿅児島県

新潟県

滋賀県

和歌⼭県 

⼭⼝県

福岡県

熊本県

⼤分県

宮崎県

募集対象地区⼀覧

北海道

⻘森県

秋⽥県

岩⼿県

福島県

宮城県

⼭形県

茨城県

埼⽟県

６．支給継続条件（提出必要書類） 

次学年への進級が条件となります。但し、休学や留学の場合はその都度事情を考慮し判断します。 

以下の支給継続条件が満たされない場合は奨学金支給の資格を失う事となります。 

（１）入学以降の毎年2回（4月と9月）に在学証明書を提出する。 

（２）学年末には、近況報告書（様式不問）を作成し、進級後の4月に提出する。 

（３）高校・高専卒業時には、卒業を証明する書類と共に原稿用紙１枚以上の作文を提出する。 

 

７．選考方法及び通知 

当財団の選考委員会において厳正に選考し、常任理事会で奨学生を決定します。 

その後、2025年11月下旬を目処に応募者に対し、採否をメールまたは郵送で通知します。 

 

８．奨学金の支給 

支給決定者には、採否の通知後に事務局から振込口座の登録方法を案内しますので、手順に従い登録を

してください。  

2026年4月、高等学校・高等専門学校に入学したことの確認を行い、指定先口座に半期分の奨学金を振り

込みます。その後も同様です。但し、振込手数料を差し引いた額とします。 

 

９．個人情報の取扱いについて 

応募の際に提出していただく個人情報は、奨学生の募集、選考、採用、及び奨学金給付事業を継続・遂

行するために必要となる業務以外には使用しません。 

 


